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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータで使用されるソフトウェアによって前記コンピュータの表示画面から表示
される表示言語を切り換える装置であって、
　予め指定した表示言語にそれぞれ対応した複数のアイコン又はボタンを前記表示画面か
ら表示させる表示手段と、
　前記表示された複数のアイコン又はボタンのうちの何れかに対する指定入力を前記コン
ピュータのユーザから受け付ける受付手段と、
　前記受付手段が前記指定入力を受け付けたならば、現在使用されている表示言語から、
前記指定入力に対応するアイコン又はボタンに対応する表示言語への切り換えを実行する
か否かの確認メッセージを、前記現在使用されている表示言語と、前記指定入力に対応す
る表示言語との両方の表示言語を用いて前記表示画面から表示させる確認手段と、
　前記表示された確認メッセージに対して、前記ユーザから了解入力がなされたならば、
前記ソフトウェアによって前記表示画面から表示される表示言語を、前記現在使用されて
いる表示言語から、前記指定入力に対応する表示言語に切り換える切換手段と
を備えた表示言語切換装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の表示言語切換装置において、
　前記アイコン又はボタンに対応する各表示言語でそれぞれ書かれた前記確認メッセージ
を予め記憶した記憶手段を更に備え、
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　前記確認手段は、前記指定入力に対応するアイコン又はボタンに対応する表示言語で書
かれた確認メッセージを前記記憶手段から取得し、この取得した確認メッセージを前記表
示画面から表示させる表示言語切換装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の表示言語切換装置において、
　前記ユーザから前記了解入力を受け付けるための確認用アイコン又は確認用ボタンを前
記確認メッセージとともに前記表示画面から表示させ、この確認用アイコン又は確認用ボ
タンが前記ユーザによって指定されることによって前記了解入力がなされるようにした表
示言語切換装置。
【請求項４】
　コンピュータで使用されるソフトウェアによって前記コンピュータの表示画面から表示
される表示言語を切り換えるプログラムであって、
　予め指定した表示言語にそれぞれ対応した複数のアイコン又はボタンを前記表示画面か
ら表示させる表示機能、
　前記表示された複数のアイコン又はボタンのうちの何れかに対する指定入力を前記コン
ピュータのユーザから受け付ける受付機能、
　前記指定入力がなされたならば、現在使用されている表示言語から、前記指定入力に対
応するアイコン又はボタンに対応する表示言語への切り換えを実行するか否かの確認メッ
セージを、前記現在使用されている表示言語と、前記指定入力に対応する表示言語との両
方の表示言語を用いて前記表示画面から表示させる確認機能、
　前記表示された確認メッセージに対して、前記ユーザから了解入力がなされたならば、
前記ソフトウェアによって前記表示画面から表示される表示言語を、前記現在使用されて
いる表示言語から、前記指定入力に対応する表示言語に切り換える切換機能
を前記コンピュータに実現させるためのプログラム。
【請求項５】
　請求項４に記載のプログラムにおいて、
　前記確認機能に代えて、前記アイコン又はボタンに対応する各表示言語でそれぞれ書か
れた前記確認メッセージを予め記憶装置に記憶しておき、前記指定入力がなされたならば
、現在使用されている表示言語から、前記指定入力に対応するアイコン又はボタンに対応
する表示言語への切り換えを実行するか否かが、前記現在使用されている表示言語で書か
れた確認メッセージと、前記指定入力に対応する表示言語で書かれた確認メッセージとを
それぞれ前記記憶装置から取得し、この取得した両確認メッセージを前記表示画面から表
示させる機能を前記コンピュータに実現させるためのプログラム。
【請求項６】
　請求項４又は請求項５に記載のプログラムにおいて、
　前記ユーザから前記了解入力を受け付けるための確認用アイコン又は確認用ボタンを前
記確認メッセージとともに前記表示画面から表示させる機能、
　前記表示された確認用アイコン又は確認用ボタンが、前記ユーザによって指定された場
合には、前記了解入力がなされたものと判定する機能
を更に前記コンピュータに実現させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばオペレーティングシステム（ＯＳ）やアプリケーションプログラムな
どといったコンピュータで使用されるソフトウェアによってコンピュータの表示画面から
表示される表示言語を、ユーザからの指示にしたがって他の表示言語に切り換える装置及
びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、パソコン等のコンピュータで多国語対応をする場合には、多国語に対応したＯ
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Ｓや、多国語に対応した文書作成用等のアプリケーションプログラムといったソフトウェ
アを用い、各ソフトウェアにおいてそれぞれ使用言語を選択し、設定することによって所
望の言語環境での操作及び文書作成等が可能とされている。このような表示言語切換技術
に関する先行文献としては、例えば特許文献１及び特許文献２がある。
【０００３】
　特許文献１では、国旗アイコンをコンピュータの表示画面に表示しておき、表示された
国旗アイコンのうちの何れかが指定されると、指定された国旗アイコンに対応する言語に
基づいて取引の教示を行なう自動取引方法が開示されている。
【０００４】
　また、特許文献２では、携帯電話の表示画面から表示される言語を切り換える技術が開
示されている。この技術では、携帯電話の表示画面から表示される言語は、デフォルトと
して英文字が使用されているが、携帯電話の言語選択メニューから、所望の言語を選択す
ると、外部サーバに格納されている言語コードが携帯電話の記憶部に書き込まれることに
よって表示言語の切換がなされる。
【特許文献１】特開平１１－２０３５３８号公報
【特許文献２】特開２００２－５８０７３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、これら従来技術では、以下のような問題がある。
【０００６】
　すなわち、特許文献１では、国旗アイコンを指定すると、当該国旗アイコンに対応した
言語によって記載された取引画面が直ちに表示される。また、特許文献２では、言語選択
メニューから所望の言語を選択すると、直ちに携帯電話の表示言語が、選択された言語に
切り換わる。
【０００７】
　このように、特許文献１及び特許文献２のいずれの技術においても、表示言語の切換操
作がなされると、指定された表示言語が直ちに用いられるようになっている。
【０００８】
　この場合、切換操作に誤りがなければ問題ないが、誤って、或いは間違って切換操作が
行われた場合であっても、切換操作の通りの表示言語に切り換えられてしまう。更に、誤
った表示言語に切り換えてしまい、しかも切換語の言語がユーザの理解できない言語であ
る場合には、ユーザは、何が表示されているのかを理解できないのみならず、切換前の表
示言語に復帰させるために再度切換操作を行なおうとしても、何が表示されているのかを
理解できないために、それすらできなくなってしまう恐れがあるという問題がある。
【０００９】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、表示言語の切換操作がなされた
場合には、確認メッセージを表示し、本当に表示言語の切換を実行するかをユーザに確認
させることによって、誤って或いは間違って切換操作が行われた場合であっても、表示言
語が直ちに切り換えられることを阻止することが可能な表示言語切換装置及びプログラム
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の目的を達成するために、本発明では、以下のような手段を講じる。
【００１１】
　すなわち、本発明は、コンピュータで使用されるソフトウェアによって前記コンピュー
タの表示画面から表示される表示言語を切り換える表示言語切換装置及びプログラムであ
る。
【００１２】
　本発明に係る表示言語切換装置は、表示手段と、受付手段と、確認手段と、切換手段と
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を備えている。表示手段は、予め指定した表示言語にそれぞれ対応した複数のアイコン又
はボタンを表示画面から表示させる。受付手段は、表示された複数のアイコン又はボタン
のうちの何れかに対する指定入力をコンピュータのユーザから受け付ける。確認手段は、
受付手段が指定入力を受け付けたならば、現在使用されている表示言語から、指定入力に
対応するアイコン又はボタンに対応する表示言語への切り換えを実行するか否かの確認メ
ッセージを、現在使用されている表示言語と、指定入力に対応する表示言語との両方の表
示言語を用いて表示画面から表示させる。切換手段は、表示された確認メッセージに対し
て、ユーザから了解入力がなされたならば、ソフトウェアによって表示画面から表示され
る表示言語を、現在使用されている表示言語から、指定入力に対応する表示言語に切り換
える。
【００１３】
　また、この表示言語切換装置は、アイコン又はボタンに対応する各表示言語でそれぞれ
書かれた確認メッセージを予め記憶した記憶手段を更に備え、確認手段は、指定入力に対
応するアイコン又はボタンに対応する表示言語で書かれた確認メッセージを記憶手段から
取得し、この取得した確認メッセージを表示画面から表示させるようにしても良い。
【００１４】
　更に、この表示言語切換装置は、ユーザから了解入力を受け付けるための確認用アイコ
ン又は確認用ボタンを確認メッセージとともに表示画面から表示させ、この確認用アイコ
ン又は確認用ボタンがユーザによって指定されることによって了解入力がなされるように
しても良い。
【００１５】
　一方、本発明に係るプログラムは、上述したような言語表示切換装置の機能を、コンピ
ュータに実現させる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、表示言語の切換操作がなされた場合には、確認メッセージを表示し、
本当に表示言語の切換を実行するかをユーザに確認させることができる。
【００１７】
　これによって、誤って或いは間違って切換操作が行われた場合であっても、表示言語が
直ちに切り換えられることを阻止することが可能な表示言語切換装置及びプログラムを実
現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下に、本発明を実施するための最良の形態について図面を参照しながら説明する。
【００１９】
　図１は、コンピュータ１０に組み込まれた本発明の実施の形態に係る表示言語切換装置
２０の構成例を示す機能ブロック図である。
【００２０】
　すなわち、同実施の形態に係る表示言語切換装置２０は、パソコン等のコンピュータ１
０で使用されるＯＳやアプリケーションプログラム等のソフトウェアによってコンピュー
タ１０の表示画面１２から表示される表示言語を切り換える装置であり、コンピュータ１
０に組み込まれた表示言語切換プログラムによって実現される。
【００２１】
　この表示言語切換プログラムは、このコンピュータ１０の表示言語切換時の動作を制御
する。また、この表示言語切換プログラムは、ネットワークを介してコンピュータ１０に
配信されるのに限らず、例えば磁気ディスク（フロッピー（登録商標）ディスク、ハ一ド
ディスク等）、光ディスク（ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ等）、半導体メモリ等の記録媒体に格
納してコンピュータ１０に頒布することもできる。また、この記録媒体に格納されるプロ
グラムは、コンピュータ１０に実行させる実行プログラムのみならずテーブルやデータ構
造も含みうる表示言語切換プログラムを、コンピュータ１０内に構成させる設定プログラ
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ムをも含む。
【００２２】
　コンピュータ１０は、ＬＣＤ等からなる表示画面１２、キーボード１４やマウス１６等
の入力デバイスの他に、ＣＰＵ、メモリ、ハードディスク等を備えているが、図１ではこ
れらを省略している。また、コンピュータ１０には、ＯＳやアプリケーションプログラム
等のソフトウェアがインストールされているが、これらについても図１では省略している
。
【００２３】
　図１に示すように、同実施の形態に係る表示言語切換装置２０は、アイコン記憶部２２
と、アイコン表示制御部２４と、入力受付部２６と、確認メッセージ記憶部２７と、確認
メッセージ表示制御部２８と、表示言語切換部３０とからなる。
【００２４】
　アイコン記憶部２２は、予め指定した表示言語にそれぞれ対応した複数のアイコン又は
ボタンを記憶する領域である。この予め指定した表示言語とは、ＯＳやアプリケーション
プログラム等のソフトウェアでサポートされている言語でなければならない。
【００２５】
　アイコン表示制御部２４は、コンピュータ１０によって表示言語切換装置２０が起動さ
れると、アイコン記憶部２２に記憶されているアイコン又はボタンをアイコン記憶部２２
から取得し、表示画面１２から表示させる。
【００２６】
　例えば、表示言語に対応したアイコンとしては、国旗アイコンが好適である。図２は、
アイコン表示制御部２４によって、国旗アイコンが表示された表示画面１２の例を示す模
式図である。このように国旗アイコンが用いられることによって、アメリカ合衆国国旗ア
イコン３１であれば英語に、フランス国旗アイコン３２であればフランス語に、ドイツ国
旗アイコン３３であればドイツ語に、韓国国旗アイコン３４であれば韓国語に、中国国旗
アイコン３５であれば中国語に、日本国旗アイコン３６であれば日本語にそれぞれ対応し
ていることが容易にわかるからである。
【００２７】
　これらアイコン３１～３６は、単に表示画面１２から表示されるのみならず、マウス１
６のポインタによってポイントされると、対応する表示言語名が表示されるようにしても
よい。
【００２８】
　入力受付部２６は、図２のように表示画面１２から表示された複数のアイコン又はボタ
ンのうちの何れかに対する指定入力を、キーボード１４又はマウス１６を介して、コンピ
ュータ１０のユーザから受け付ける。
【００２９】
　通常、日本で使用されるコンピュータ１０であれば、コンピュータ１０のソフトウェア
の表示言語としては日本語がデフォルトとして設定されている。同様に、中国で使用され
るものであれば中国語が、韓国で使用されるものであれば韓国語がそれぞれデフォルトと
して設定されている。例えば、デフォルトの表示言語が日本語であり、ユーザが、この表
示言語を英語に切り換えたい場合には、ユーザは、マウス１６を操作して、アメリカ合衆
国国旗アイコン３１をポイントし、そこでマウス１６の左ボタンをクリックするか、ある
いはキーボード１４からEnterボタンを押すかの何れかによって指定入力を行う。
【００３０】
　確認メッセージ記憶部２７は、現在使用されている表示言語から、指定入力に対応する
表示言語への切り換えを実行するか否かの確認メッセージを記憶する領域である。
【００３１】
　確認メッセージ表示制御部２８は、入力受付部２６が指定入力を受け付けたならば、現
在使用されている表示言語を記憶している表示言語切換部３０から、現在使用されている
表示言語の情報を取得することによって、現在使用されている表示言語を把握する。また
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、入力受付部２６へなされた指定入力を取得することによって、指定入力に対応する表示
言語を把握する。そして、それに応じた現在使用されている表示言語による確認メッセー
ジと、指定入力に対応する表示言語による確認メッセージとをそれぞれ確認メッセージ記
憶部２７から取得して、これら二つの表示言語による確認メッセージを表示画面１２から
表示させる。
【００３２】
　図３は、このように二つの表示言語による確認メッセージが表示画面１２から表示され
た一例を示す模式図である。これは、現在使用されている表示言語が日本語であり、指定
入力に対応する表示言語が英語である場合における表示例である。この場合、確認メッセ
ージ表示制御部２８は、表示言語切換部３０から、現在使用されている表示言語が日本語
であるとの情報を取得するとともに、指定入力から、英語への切換が要求されていること
を把握する。そして、それに応じて「英語に切り換えますか？」という日本語による確認
メッセージ４１と、それに対応する英語による確認メッセージ４２である「Do you chang
e to English?」とを確認メッセージ記憶部２７から取得し、これら取得した確認メッセ
ージ４１及び確認メッセージ４２を表示画面１２から表示させる。
【００３３】
　なお、例えば、現在使用されている言語が英語で、指定入力に対応する表示言語が韓国
語の場合は、確認メッセージ４１が「Do you change to Korean?」という英語表記となり
、確認メッセージ４２が「英語に切換えますか？」に相当する韓国語表記となる。
【００３４】
　更に、確認メッセージ４１，４２とともに、ユーザからの了解入力を受け付ける確認用
ボタンであるＹＥＳボタン４３と、切り換えのキャンセルを受け付けるＮＯボタン４４と
を表示させる。
【００３５】
　ユーザは、図３に示すような表示を見ることによって、日本語から英語への表示言語の
切り換え操作がなされようとしていることを把握する。そして、この切り換え操作を了解
する場合には、マウス１６を操作して、ＹＥＳボタン４３をポイントし、そこでマウス１
６の左ボタンをクリックするか、あるいはマウス１６のポインタでＹＥＳボタン４３をポ
イントした状態でキーボード１４からEnterボタンを押すかの何れかによって了解入力を
行う。一方、この切り換え操作を了解しない場合には、マウス１６を操作して、ＮＯボタ
ン４４をポイントし、そこでマウス１６の左ボタンをクリックするか、あるいはマウス１
６のポインタでＮＯボタン４４をポイントした状態でキーボード１４からEnterボタンを
押すかの何れかによってキャンセル入力を行う。このようにしてユーザによってなされた
了解入力及びキャンセル入力は、入力受付部２６に送られ、更にそこから表示言語切換部
３０に出力されるようにしている。
【００３６】
　表示言語切換部３０は、入力受付部２６から了解入力が出力された場合には、確認メッ
セージ表示制御部２８から指定入力を取得する。そして、この指定入力に対応した表示言
語に切り換えるための切換命令を作成し、この切換命令にしたがって、コンピュータ１０
で使用されているＯＳやアプリケーションプログラム等のソフトウェアの表示言語を、切
り換えさせる。また、切り換え後の表示言語を記憶する。一方、入力受付部２６からキャ
ンセル入力が出力された場合には、表示言語の切り換えは行わず、アイコン記憶部２２に
記憶されているアイコン又はボタンを、アイコン表示制御部２４によってアイコン記憶部
２２から取得させ、表示画面１２から表示させる。
【００３７】
　次に、以上のように構成した同実施の形態に係る表示言語切換装置の動作について図４
に示すフローチャートを用いて説明する。
【００３８】
　まず、コンピュータ１０によって表示言語切換装置２０が起動されると、アイコン表示
制御部２４によって、アイコン記憶部２２に記憶されているアイコン又はボタンがアイコ
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ン記憶部２２から取得され、図２に示すように、表示画面１２から表示される。表示言語
に対応したアイコン又はボタンとしては、例えば、言語との対応が容易に把握できる国旗
アイコンが好適であり、図２は、国旗アイコンが表示された表示画面１２の例を示す模式
図である。
【００３９】
　図２に示すように表示された国旗アイコンを参照して、ユーザは、マウス１６を操作し
て、切り換えたい表示言語に対応する国旗アイコンをポイントし、そこでマウス１６の左
ボタンをクリックするか、あるいはキーボード１４からEnterボタンを押すかの何れかを
行う。これによって指定入力がなされる（Ｓ０１：Ｙｅｓ）。
【００４０】
　この指定入力は、入力受付部２６によって受け付けられる。そして、この指定入力は、
更に入力受付部２６から確認メッセージ表示制御部２８に出力される。
【００４１】
　このように入力受付部２６から確認メッセージ表示制御部２８に指定入力が出力される
と、確認メッセージ表示制御部２８によって、表示言語切換部３０から、現在使用されて
いる表示言語の情報が取得され、現在使用されている表示言語が把握される。また、指定
入力から、切り換えたい表示言語が把握される。そして、それに応じた現在使用されてい
る表示言語による確認メッセージと、切り換えたい表示言語による確認メッセージとがそ
れぞれ確認メッセージ記憶部２７から取得され、例えば図３に示すように、これら二つの
表示言語による確認メッセージ４１，４２が、ユーザからの了解入力を受け付ける確認用
ボタンであるＹＥＳボタン４３と、切り換えのキャンセルを受け付けるＮＯボタン４４と
ともに表示画面１２から表示される（Ｓ０２）。
【００４２】
　図３は、現在使用されている表示言語が日本語であり、切り換えたい表示言語が英語で
ある場合における表示例である。したがって、それに応じて「英語に切り換えますか？」
という日本語による確認メッセージ４１と、それに対応する英語による確認メッセージ４
２である「Do you change to English?」とが表示される。
【００４３】
　表示言語を英語に切り換えたいユーザは、当然英語が理解できるわけであるから、英語
による確認メッセージ４２を見ることによって、表示言語を英語に切り換えるための操作
が正しく進んでいることを把握することができる。また、英語以外、例えばドイツ語の表
示言語への切り換えをしたいユーザが、ステップＳ０１において、誤ってアメリカ合衆国
国旗アイコン３１を選択した場合であっても、確認メッセージ４２が英語で書かれている
ことから、指定入力を誤ったことを把握することができる。また、表示言語の切り換えを
希望しない日本人ユーザが、間違って表示言語切換装置２０を起動させ、更に、国旗アイ
コン３１～３６のうちの何れかをうっかり指定してしまった場合でも、日本語で書かれた
確認メッセージ４１を見ることによって、誤操作したことを把握することができる。
【００４４】
　そして、ユーザは、この切り換え操作を了解する場合（Ｓ０３：Ｙｅｓ）には、マウス
１６を操作して、ＹＥＳボタン４３をポイントし、その状態でマウス１６の左ボタンをク
リックするか、又はキーボード１４からEnterボタンを押すかの何れかによって了解入力
を行う。
【００４５】
　一方、この切り換え操作を了解しない場合（Ｓ０３：Ｎｏ）には、マウス１６を操作し
て、ＮＯボタン４４をポイントし、その状態でマウス１６の左ボタンをクリックするか、
又はキーボード１４からEnterボタンを押すかの何れかによってキャンセル入力を行う。
【００４６】
　このようにしてユーザによってなされた了解入力及びキャンセル入力は、入力受付部２
６に送られ、更にそこから表示言語切換部３０に出力される。
【００４７】
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　さて、入力受付部２６からの了解入力が表示言語切換部３０に出力される（Ｓ０３：Ｙ
ｅｓ）と、表示言語切換部３０によって、この指定入力に対応した表示言語に切り換える
ための切換命令が作成される。そして、この切換命令にしたがって、コンピュータ１０で
使用されているＯＳやアプリケーションプログラム等のソフトウェアの表示言語が、切り
換えられる。また、切り換え後の表示言語が、表示言語切換部３０において記憶される（
Ｓ０４）。
【００４８】
　一方、入力受付部２６からのキャンセル入力が表示言語切換部３０に出力された場合（
Ｓ０３：Ｎｏ）には、表示言語の切り換えは行われず、ステップ０１の処理に戻り、アイ
コン表示制御部２４によって、アイコン記憶部２２に記憶されているアイコン又はボタン
が取得され、表示画面１２から表示される。
【００４９】
　上述したように、同実施の形態に係る表示言語切換装置においては、上記のような作用
により、表示言語の切換操作がなされた場合には、確認メッセージを表示し、本当に表示
言語の切換を実行するかをユーザに確認させることができる。
【００５０】
　これによって、ユーザは、どの表示言語からどの表示言語への切換操作がなされようと
しているのかを把握することができるので、指定した通りの切換操作がなされようとして
いることを確認した場合には、切換操作を実行させることができる一方、誤って別の言語
への切り換えを指定してしまった場合や、間違って表示言語切換装置を動作させてしまっ
た場合には，切換操作を中止させることができる。
【００５１】
　以上により、誤って或いは間違って切換操作が行われた場合であっても、表示言語が直
ちに切り換えられることを阻止することが可能となる。
【００５２】
　なお、上記実施の形態では、切換対象とする表示言語として６言語の例を用いた。現状
のＯＳやアプリケーションプログラム等のソフトウェアでは、それよりも多い２０～３０
言語程度がサポートされている。しかしながら、同実施の形態に係る表示言語切換装置２
０では、このように多くの言語への切換を考慮すると、表示画面１２から表示されるアイ
コンの数も多くなり、見にくくなるので、ユーザによる指定ミスの確率も高くなると考え
る。
【００５３】
　また、上記実施の形態では、表示言語の切換を行う際に、図３に示すように、現在使用
されている表示言語による確認メッセージ４１が先（上）に、切り換えたい表示言語によ
る確認メッセージ４２が後（下）に表示される例について説明したが、逆に、切り換えた
い表示言語による確認メッセージ４２を先（上）に、現在使用されている表示言語による
確認メッセージ４１を後（下）に表示するようにしても良い。
【００５４】
　また、上記実施の形態では、表示言語の切換操作に関するユーザからの了解入力を受け
付ける確認用ボタンであるＹＥＳボタン４３と、切り換えのキャンセルを受け付けるＮＯ
ボタン４４とを、図３に示すように、確認メッセージ４１，４２と同時に表示させている
例について説明したが、同時に表示させる場合に限られるものではなく、まず、確認メッ
セージ４１，４２を表示し、その後にＹＥＳボタン４３とＮＯボタン４４とを表示するよ
うに、タイミングを変えて表示するようにしても良い。
【００５５】
　以上、本発明を実施するための最良の形態について、添付図面を参照しながら説明した
が、本発明はかかる構成に限定されない。特許請求の範囲の発明された技術的思想の範疇
において、当業者であれば、各種の変更例及び修正例に想到し得るものであり、それら変
更例及び修正例についても本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【図面の簡単な説明】
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【００５６】
【図１】コンピュータに組み込まれた本発明の実施の形態に係る表示言語切換装置の構成
例を示す機能ブロック図。
【図２】国旗アイコンが表示された表示画面の例を示す模式図。
【図３】二つの表示言語による確認メッセージが表示画面から表示された一例を示す模式
図。
【図４】同実施の形態に係る表示言語切換装置の動作を示すフローチャート。
【符号の説明】
【００５７】
　１０…コンピュータ、１２…表示画面、１４…キーボード、１６…マウス、２０…表示
言語切換装置、２２…アイコン記憶部、２４…アイコン表示制御部、２６…入力受付部、
２７…確認メッセージ記憶部、２８…確認メッセージ表示制御部、３０…表示言語切換部
、３１～３６…アイコン、４１，４２…確認メッセージ、４３…ＹＥＳボタン、４４…Ｎ
Ｏボタン

【図１】 【図２】

【図３】
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